
平成25年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その２ 

平成25年９月10日（火） 

                                           

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（石橋英和君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は21人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（石橋英和君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（石橋英和君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において１番 松浦君、

４番 楠本君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（石橋英和君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番７、18番 井上君。 

〔18番（井上勝彦君）登壇〕 

○18番（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。18番、井上勝彦、議長の許可を得ま

したので、一般質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、２年間、一般質問を途絶えておりま

したが、無事に議長としてお務めさせていた

だきました。それにつきましては、同僚議員

はじめ議会事務局の皆さん方に温かいご指導

とご協力をいただいたおかげで、無事終了す

ることができました。本当にありがとうござ

います。また、市当局に対しましても、２年

間、行財政改革及びこの議会改革につきまし

ても協力をいただきまして、立場は違うとい

えども、市の職員の皆さん方にも大変お世話

になったことを心よりお礼申し上げまして、

私の２年間の議長としてのお礼のごあいさつ

とさせていただきます。 

 残り１年６カ月余しまだありますが、この

任期中は、オールジャパンではないですけど

も、オール橋本ということで世界に発信をし

まして、そして、また、世界から橋本市へ来

ていただけるような、そういう心構えで、市

民の奉仕者として、一員として、残りの期限

内を頑張ってやらせていただきたいと思いま

すので、皆さん方のご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは本題、本日、一般質問させていた

だくのは、大きく３項目でございます。 

 まず、橋本市長期総合計画の推進と都市計

画マスタープランの実現化に向けて問うとい

ううことで、それと、医療・介護・福祉、新

地域社会システムについて問うということと、

三つ目につきましては、基幹的広域防災拠点

の必要性について問う、この３点を、ひとつ

きょうは質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、項目の１でございますけれども、私

たちのまち橋本市は、少子高齢社会とともに、

人口減少社会の中で、新たなまちづくりの局

面を迎えております。また、東日本大震災等

を契機として、地球環境問題や災害に対する

都市の安全性の確保が求められているなど、

まちづくりのあり方が大きく変化をしてきて

おります。このような状況のもと、これから

の橋本市の都市づくりを進めていくために、

橋本市長期総合計画に基づき、都市計画の基
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本方針となる橋本市の都市計画に関する基本

的な方針、いわゆる、都市計画マスタープラ

ンが策定されました。恵まれた自然環境や歴

史遺産を有する橋本市は、皆さんご承知のと

おり、平成18年３月１日に、橋本市、高野口

町が合併をし、その魅力は一層充実してきた

ところでございます。魅力ある都市として、

拠点性や定住性を高めるためには、持続発展

可能な将来展望を築き、市民、企業、行政が

それぞれの責務とパートナーシップにより、

次世代にも希望の持てるまちづくりに取り組

むことが必要不可欠であると。これは、市長

のごあいさつ、あるいは公約にも掲げられて

おりますが、私も同じ考えでありまして、そ

こで、今回の一般質問に出させていただきま

した思いというのは、こういった長期総合計

画マスタープランを市民の多くの皆さんに知

っていただくという意味も込めまして、一般

質問をさせていただきますので、十分なるご

答弁をお願いしたいと思います。 

 一つ目には、平成20年３月、橋本市長期総

合計画が策定され５年余りになりますけれど

も、実現された主なものをお答えください。 

 二つ目には、今年３月に新たな橋本市を対

象に、都市計画マスタープランが作成されま

した。中期、長期と分けて主なものをお答え

いただけたらと思います。 

 三つ目には、都市計画マスタープラン第３

章、地域別構想、１、紀見地域、それから、

二つ目には隅田地域、三つ目には橋本地域、

四つ目には恋野・学文路地域、五つ目には岸

上・山田地域、六つ目には高野口地域の６地

域を設定しておりますけれども、今後の目標

として主な計画をお答えいただきたい。 

 大項目の二つ目でございますけれども、こ

れは医療・介護・福祉、新しい社会システム

のスマートケアを導入する考えはないかとい

うことでございますけれども、まだこれは、

厚生労働省におきまして、一応、モデル地域

として取り組んでみてはどうかという新しい

システムでございますので、一応、市として

も調査研究をしてみてはどうかということで、

提案させていただきました。 

 三つ目には、基幹的広域防災拠点の必要性

についてでございますけども、広域的防災拠

点として県や国に対して施設の建設に向けて

働きかけてはどうかということでございます

が、今現在、橋本市におきましても、そうい

う防災拠点を主として後方支援という形で置

かれておる拠点施設があると思いますが、そ

の点も含めてご対応いただき、そして、私の

言いたいのは、国に対して、この基幹的広域

防災拠点、あいは、例えば、公園、都市公園

法に基づく、そういった国の施設でございま

して、そして、いわば、今、皆さん、同僚議

員もそれぞれ一般質問しておりますけれども、

例えば、野球場なり、あるいはバスケットボ

ールなり、スポーツの施設として、国の施設

としてあいは使っていき、そして、いざとい

うときには、そういう防災拠点としての機能

を果たせるという、そういうものを兼ね備え

たもので、運動を高めていく必要があるんで

はないかと。なぜかと申しますと、橋本市に

おきましては、奈良県、大阪府、和歌山県と

３県にまたがるちょうどこの中間点でござい

ますし、土地そのものも、ＵＲ、その他の土

地もかなりあいているところもありますので、

これは私の思いといたしましては、そういう

防災拠点を含めて進めていくことによって、

要望していくことによって、国道371号線の早

期実現にもかかわってくるんではないかとい

うことで、このセットで国会に対して要望し

ていく必要があるんではないかということで、

特にこのことについて質問に上げさせていた

だきました。 

 以上で、壇上での質問をこれぐらいにして
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終わらせていただきます。あとは、質問席で

質問させていただきますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君の質問項

目１、長期総合計画と都市計画マスタープラ

ンに関する質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森川嘉久君）登壇〕 

○企画部長（森川嘉久君）おはようございま

す。 

 それでは、橋本市長期総合計画が策定され

５年余りになるが、実現された主なものとの

質問についてお答えをいたします。 

 橋本市長期総合計画は、合併にあたり策定

された新市まちづくり計画の趣旨を尊重しな

がら、本市の将来像やまちづくり基本目標、

また具体的な施策の方向などを定めた最上位

計画として平成20年３月に策定しました。 

 本計画では、本市の市民憲章より導き出し

た三つの視点、ふれあいを深める視点、環境

と共生する視点、個性を活かす視点より、ま

ちづくりの基本理念を「ひと・自然・歴史を

活かし豊かさを高めるまちづくり」と定め、

その理念に基づき本市の将来像を、「時間ゆた

かに流れくらし潤う創造都市橋本」と掲げ、

計画期間を平成20年度から平成29年度の10年

間としています。 

 平成24年度で中間年度を迎え、前期の５年

間には、人口減少の進行、地域主権の進展、

東日本大震災、紀伊半島大水害などの大災害

の発生等、本市を取り巻く情勢も大きく変化

し、これら社会情勢の変化への対応や、前期

の事業を振り返ることで、より実効性のある

計画とするため、平成25年度から始まる後半

５年の取り組み方針を定めた後期基本計画を

今年３月に策定したところです。 

 議員おただしの、前期５年間の実現された

主な取り組みといたしましては、基本施策で

ある五つの柱に区分して申し上げますと、１、

市民の力が活きるまちづくりでは、高野口地

区の活動拠点である高野口地区公民館の建設、

ＮＰＯ・ボランティア団体等市民活動の普及

と充実のための橋本市市民活動サポートセン

ターの開設などに取り組みました。 

 ２、健やかで安心して暮らせるまちづくり

では、市民の健康づくりの拠点整備として保

健福祉センターの建設、子育て環境の充実及

び多様な保育ニーズに対応するため、高野口

こども園、すみだこども園の開園、子育て支

援制度の充実を目的に小学生の医療費助成制

度を創設しました。また、大規模災害に備え

た防災行政無線の整備、公共施設の耐震化、

消防・救急体制の充実及び北部の災害活動拠

点となる橋本北消防署の開署などに取り組み

ました。 

 ３、豊かな自然と共生する均衡あるまちづ

くりでは、市民主体の環境美化活動や花いっ

ぱい運動と生ごみリサイクルを連動させた取

り組みを市民と協働で行い、ごみの減量化・

資源化に努めています。また、交通弱者のた

めのコミュニティバスのルート新設及び増便、

都市機能の核となる橋本駅及び周辺のバリア

フリー化及び高野口駅前カラー舗装及び周辺

整備を行いました。また、地域経済の安定し

た発展に向けて、物流効率などを高める京奈

和自動車道及び国道371号の整備促進などに

取り組むとともに、市内道路網の充実を図る

ため、市道清水西畑幹線の整備や、現在、都

市計画道路伏原田原線の建設に努めていると

ころです。 

 ４、活力ある産業を育成し若者が定住でき

るまちづくりでは、地域経済の安定した発展

や若者等の雇用機会を確保するため、市長み

ずからトップセールスとして、企業誘致活動

に取り組みました。また、観光資源の活用の

ため、やどり青少年旅行村を建て替え、やど
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り温泉いやしの湯として整備、橋本周辺広域

ごみ処理場のごみ焼却時に発生する余熱を利

用した浴場と地元農産物直売所が併設された

エコパーク紀望の里の建設などに取り組みま

した。 

 本市を取り巻く社会環境は、少子高齢化の

進行や財政状況の悪化等、厳しい状況が続き、

都市計画を取り巻く状況も大きく変化してい

ます。 

 このような状況を踏まえ、議会からの参画

もいただき、昨年度末に新橋本市として、都

市計画マスタープランの改定を行いました。 

 ５、個性ある人と文化を育むまちづくりで

は、教育環境の充実として全ての中学校で給

食を開始し、また、校舎の耐震補強及び橋本

小中一貫校の開設、あやの台小学校の新築や

高野口小学校の大規模改修などに取り組むと

ともに、図書サービスの充実として、教育文

化会館の耐震補強に合わせ、図書館の増床を

行うなど利用しやすい環境づくりを行いまし

た。また、女性と男性が真に対等な立場で社

会活動に取り組め一人ひとりの個性が尊重さ

れる社会の形成に向けて、第二次橋本市男女

共同参画計画を策定しました。 

 橋本市都市計画マスタープランの中期・長

期の主なものについては、本年度を基準年次

とし、概ね20年後を展望しつつ、10年後の平

成34年を目標年次として、都市づくりの方針

を８項目に分け策定しています。 

 まず一つ目が土地利用の方針です。 

 バランスのとれた市街地を形成し、住宅開

発地の未利用地などの有効利用を促進します。 

 市街地外では農林業的土地利用を基本とし、

無秩序な宅地系土地利用を抑制しつつ、集落

の活性化を図るため、農地や森林を保全し、

必要に応じて土地の有効利用に努めることと

しています。 

 このほかにも各分野においてさまざまな政

策を実施しており、後期基本計画においても、

これらの前期事業で築いた基盤を強固なもの

にするとともに、本市の持続的な発展のため、

人口減少や厳しい財政状況等の課題に対し、

集中的・横断的な施策を展開してまいります。 

 二つ目の道路交通の方針は、広域幹線道路

の充実とともに、市民と協力しながら、安全・

安心な生活道路の確保に努めます。 

 また、より一層、市民と行政による協働の

まちづくりを推進し、まちの将来像「時間ゆ

たかに流れくらし潤う創造都市橋本」の実現

に向け、市一丸となったまちづくりに取り組

んでまいりたいと考えています。 

 また、人や環境の視点に立った交通環境の

整備とともに、通勤・通学に便利な公共サー

ビスの向上に努めることとしています。 

 三つ目の水と緑の方針は、自然環境等の保

全・活用を図りつつ、公園・緑地の充実、市

民主体の緑化活動を促進します。 ○議長（石橋英和君）建設部長。 

〔建設部長（松浦広之君）登壇〕  さらに公共下水道等の整備による生活環境

や河川水質等の向上など、水と緑豊かな都市

環境を市民とともに守り育てていくこととし

ています。 

○建設部長（松浦広之君）おはようございま

す。 

 橋本市都市計画マスタープランの実現化に

ついてお答えします。  四つ目のその他公共施設の方針は、公共施

設のバリアフリー化を推進しつつ、保健福祉

施設や教育施設、生涯学習施設の充実ととも

に、産業振興の拠点施設の整備を検討します。 

 本市においては、平成18年３月の市町村合

併により新市が誕生し、その後、平成20年３

月に橋本市長期総合計画の策定を行い、新市

としてのまちづくりを推進しています。  さらに市民生活を支えるごみ処理場や消防
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施設などの生活環境施設の充実に努めること

としています。 

 次に地域構想について、ご質問の地域順に

説明します。 

 五つ目は市街地・住宅地の方針です。  ①橋本地域では、既に整備されています橋

本駅舎のバリアフリー化などを含む橋本駅周

辺市街地の活性化や、既存公共施設の強化な

どシビックゾーンの充実などを計画していま

す。 

 魅力ある商業地の形成とともに、駅周辺な

どで、大規模小売店舗立地の適正な規制・誘

導に努めます。 

 また、雇用の場を確保するため、企業立地

と企業誘致を推進するとともに、シビックゾ

ーンの充実に努めます。 

 ②岸上・山田地域では、既に整備されてい

ます神野々キャンプ場の利用促進や、山田岸

上線や山田御幸辻停車場線の整備の促進など

を計画しています。 

 さらに、転入促進を図るため、良好な住環

境の維持・向上とともに、住宅・宅地の供給

や郊外型住宅団地の再生、市営住宅の適正な

管理などに努めることとしています。 

 ③紀見地域では、御幸辻駅前広場の整備や

杉村公園の施設拡充、及び国道371号バイパス

の整備の推進などを計画しています。  六つ目の都市景観形成の方針は、自然景観

や歴史的景観の保全・創出とともに、市民・

事業者等の協力のもと、商業地、工業地、住

宅地、幹線道路沿道などにおける良好な都市

景観の創出に努めます。 

 ④隅田地域では、企業立地の促進や、大規

模未利用地の用途地域の見直しによる有効活

用の検討などを計画しています。 

 ⑤恋野・学文路地域では、国道、県道、広

域農道の整備促進や、土地利用の促進、既に

整備されていますやどり温泉いやしの湯周辺

の観光拠点の形成などを計画しています。 

 また、公共施設については、本市の景観形

成を先導していきます。 

 こうした景観まちづくりを総合的に推進し

ていくため、景観法の活用を検討していくこ

ととしています。 

 ⑥高野口地域では、現在、改修を進めてい

ます産業文化会館の設備の充実や、既に整備

されています高野口小学校などの歴史資源の

保全・活用及び、名古曽児童公園などの公園

施設の充実などを計画しています。 

 七つ目の地域環境の保全と活用の方針は、

自然など地域環境を守り育てるため、森林、

農地とともに歴史的資源の保全と活用に努め

ます。  都市計画マスタープランの実現に向けて、

各部各課が連携、協力し、市を挙げて取り組

んでまいりますので、ご支援、ご協力賜りま

すよう、よろしくお願いします。 

 また市民と協力しながら、地域資源を活か

した観光まちづくりや環境負荷の少ないまち

づくりを推進することとしています。 

 そして八つ目が都市防災の方針です。 ○議長（石橋英和君）18番 井上君、再質問

ありますか。  災害に強いまちづくりによる市民生活を確

保するため、治山・治水対策や安全な市街地

の形成に努めるとともに、ライフラインの確

保などに努めます。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）今、ご答弁いただいた

わけでございますけれども、５カ年計画につ

きましては、市長の選挙公約にもありまして、

着々と公約どおり進んでいることもあります。

ただ、この過去５年間、ハード事業として立

 また、災害時の被害拡大を抑制するため、

地域における防災活動の強化に努めることと

しています。 
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てられてきたんですけれども、それに対して

の、例えば、後期の長期総合計画が次、出さ

れておるわけですけども、その５年間の検証

といいますか、そういったことについては、

この後の後期の長期計画立てるときに、よか

ったんか悪かったんか、全部よかったんかと

いうことを、当局としては、どのような考え

でおられるのかということをちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）先ほど申し上げま

したように、それから、井上議員のほうから

もご指摘いただきましたように、前期基本計

画においては、かなりの部分が達成されたと

いうふうに考えておりまして、実現できたこ

とは多かったんかなというふうには考えてお

ります。ただし、今後、橋本市の人口も減少

ということで、これは全国的な現象でござい

ますけども、少子高齢化が進んでまいります。

それから、財政上の問題も、中期財政計画も

説明をさせていただいておりますけども、か

なりの課題となってまいります。後半につき

ましては、その中で、そういう課題をどうい

うふうに克服していくかというようなことを

中心に置いて、計画をさせていただいていま

すので、前半の実現度は高かったんですけど

も、課題が多い中で後半をどうしていくかと

いうようなことで、反省にたって計画をさせ

ていただいたところでございます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）財政的なこともござい

まして、前期５年間につきましては、かなり

ハード面での施設とか、そういったものにか

なり、これも高野口、橋本が合併をいたしま

して、合併特例債という有利な補助金ですか、

交付金、特別交付金、こういうものはあって、

こういうものが計画として立てられておるん

だろうということでございますが、私たちも

それは議会としても、一応、承認をしてきた

ということでいいんですが、これから、平成

28年ぐらいから、８年以降ですか、もうすぐ

そこでございますけれども、には、段階的に、

この特例債そのものが廃止されることによっ

て、かなり財源が減ってくると。そういった

中で、やはりこれからはやっぱりこのソフト

面での、そういったものに、やはり今、前期

やられてきた中でのあとのこの中身を充実し

ていくために、やっぱりこのソフト面という

んですか、そういったものにもやはり力を入

れていくことが大事やろかなというようにも

思います。 

 さて、それは一応、長期計画の中の一環で

ございますので、それはそれとして市民の皆

さまに、今、ご答弁いただいたことが多く知

っていただけるということでよかったなとは

思っておりますけれども、ちょっと建設部長

に、先ほど答弁の中で、伏原田原線というの

が近々完成するということでお聞きしておる

わけですけども、これは平成７年から13年度

まで、22億をかけて、一応、同和対策の最終

の期限に、要するに国の大きな補助をいただ

いて、今現在、応其までついておるわけです

けども、それから上が少し困難になっており

ますけれども、この伏原田原線にマスタープ

ランの計画づくりの基本的視点の中で、これ

まで旧高野口町では、都市計画マスタープラ

ンというんですか、そういったものが策定し

ておらなかったんで、新しく一体的な計画が

必要となってつくったんやというようなこと

を視点の中で書かれておるわけですけども、

部長、旧高野口は18年に合併しましたんで、

引ノ池周辺整備事業というのが策定されてお

りまして、これはまだ実施設計まではいって

なかったんですけれども、こういうふうに水

と緑を、景観を生かしながら、この伏原田原

線の上に引ノ池というのがあるんですけども、
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比較的京奈和にも近いし24号にも近いんで、

ここなら何とかということで、広域的に橋本

市との話し合い、広域でありますので、旧の

橋本市との連携を持ちながら、伊都も含めて、

ここ中心にしてというようなことを策定され

たことがあるんです。こういうことも、一つ

は、これをつくれというんじゃないんですけ

れども、引ノ池の有効利用ということで、今

後20年というスパンで、要するに都市計画マ

スタープランがつくられておりますんで、そ

ういうことも含めて、私、もうこれ部長に提

供しますんで、終わったら。これを読んでい

ただいて、国の補助金等々も全部ここに書か

れてありますんで。この水と緑、この引ノ池

というのは非常に大きな池でございまして、

かなりの調査の内容というんですか、非常に

わかりやすくつくられておるんです。そうい

うことも含めて、一応、都市計画課のほうへ

これ１冊提供させていただきますんで、恐ら

く、市にもあるんかないんかわからんけども、

書庫入りになっとるんかわかりませんけれど

も、市長にもいっぺん目を通していただいて、

そういう中で、20年の中で、どういうふうに

変わっていくかわからんけども、これもひと

つ頭に入れていただきたいということです。

これはひとつ、せっかく伏原田原線ができま

すので、京奈和の今現在、側道までですかな、

一日も早くあれを完成さすことによって、吉

原とか山田とか、あるいは田原、信太地区の

山間部の方々が、まちへ出てきよくなるとい

うようなことで、２年前にも私はその伏原田

原線については、質問させていただいたこと

もあるかと思うんですが、総合的に、そうい

うことも含めて、それを早くやると同時に、

マスタープランの中に、心の隅にちょっと入

れていただいてやっていただくということを

考えておるんですけども、その点についてど

うですか。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）ただ今ご指摘いた

だきました計画書については、詳しくまでは

把握しておりませんが、そういった計画があ

るということは聞いております。それから、

旧町時代、平成12年度において、農業農村整

備実施計画という形で、やはり同様に引ノ池

周辺の計画を検討されたという経過があるよ

うでございます。ただ今井上議員ご指摘の計

画書が平成10年３月ですか、それから、ただ

今私申し上げました農業農村整備実施計画が

平成13年の３月ということで、やはり旧町時

代に引ノ池周辺について、いろいろ思いがあ

り、そういった計画がなされたということは

聞いております。ただ、今回の長期総合計画

あるいは都市計画マスタープランの中で、議

会のほうからも都市計画審議会の専門部会と

いうのをさせていただいて、その中でも、一

定ご意見もいただきましたし、マスタープラ

ンの検討委員会の中でも、そういったご意見

もいただきました。ただ、合併当時の経緯等、

長期総合計画との整合性等で、今回マスター

プランには載せておりません。しかし、今後

の課題としましては、資料をいただきました

ものを十分勉強して、どういった形で反映で

きるかどうかというような担保性は全くござ

いませんが、せっかく策定されたものでござ

いますので、十分勉強させていただきたいと

いうふうに考えます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）ただ、それとそれから、

６地域についての、今説明がされたわけです

けども、全体としては、きのう私の隣の同僚

議員も、駅前の周辺整備については、都市計

画マスタープランの中にも全体の中で入って

いるわけですけども、きのう市長からのご答

弁もいただいておりますので、同じような答

弁になるかと思うんで、深く申しませんけれ
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ども、この駅前周辺整備についても、橋本地

域においては、やはり、これは一番難問でも

あるし、また、やらなければならない問題で

あると。私は、そういう民間の資本も入れて、

例えば、一例挙げますと、百貨店ですか、近

鉄とか高島屋とか、そういうものも含めたも

ので、そういう駅前にやはり誘致というんで

すか、地元との話し合いもしていかなきゃな

らないと思いますけれども、そういうものと

か、あるいはまたブランド、世界からこちら

へ来ていただいて、橋本市というのはこうい

ういいところですよと、世界遺産にふさわし

い入り口でありますよということで、そうい

う民間の資本も入れていけるような、そうい

うような検討もできないだろうかなと私はそ

ういうふうに思います。それから、向かいに

つきましては、県道の整備とか、いわゆる国

道、道の整備はあるんですけれども、やはり

この世界遺産にちなんで、そういう構想の中

にも書かれてありますけども、歴史、文化と

いうのをやはりもっと全体として、橋本市の

歴史を、文化を広めていくと。それによって、

観光客をやっぱりもうちょっと誘致というん

か、観光客を呼び込むというようなそういう

政策を展開していけたら、橋本市にとっても、

人口が少なくなってくる中で、昼間の人口が

多くなるというようなことで、経済活性化に

もつながってきますので、全体としての各課

にまたがっておりますわね、このマスタープ

ランは。そういう各課にまたがっております

けれども、そういう歴史、文化というものを

やはり前面に出して、黒河道もあり、いろい

ろありますけども、そういったものをやはり

総合的にまちづくりの中で、観光というもの

をやっぱりもうちょっとＰＲしていけるよう

な、そういうことをやっていただきたいなと

思いますので、それに対するご答弁、ちょっ

と簡単でよろしいんです。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）まず一点目の橋本

駅周辺の再開発事業についてでございます。

昨日も一般質問いただいたわけなんですけど

も、いわゆる従来型の再開発事業というのは、

もう社会情勢も一変しましたので、そういっ

たことを今からやってもというところで、や

はり民間主導で、いろんな民間のノウハウを

どのように反映していくかということで、全

く新しい視点で取り組んでいかなければなら

ないというふうに考えております。ただ、非

常に財政状況も厳しい中で、また駅前周辺の

いろんな商店なさってる方も、なかなか非常

に厳しい環境の中でおられますので、まずは

地域を回りまして、あるいは市の考えている

ことなんかも意見交換する中で、新しい形の

そういった取り組みができないかどうかとい

うのを、今後、模索していきたいというふう

に考えます。 

 それから、歴史なんかを大事にしながら、

観光として、そういったことでということで、

これは当然、建設部だけではなく、市全体を

挙げての取り組みになりますので、これはマ

スタープランという枠を超えた市としての、

やっぱり今後の進むべき道という大きな視点

の中で、いろんなそういった議論する場がご

ざいますと思いますので、庁内だけでなく、

広く市民の方とも会話できるような中で、新

しい道が模索できればなというふうに考えま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）当局の各課の皆さんが、

思いを今聞いていただいておると思いますの

で、各課において、やはり、このマスタープ

ランについて私は質問させていただいており

ますけれども、全体として、経済部も含めて、

歴史、文化というものをやはりもっと広げて

いくということで、教育委員会とも、いいと
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ころは相談をしながら、まちを挙げて、やは

り取り組んでいって、そして、税収というん

ですか、経済の活性化につなげていくと。本

当に橋本市がそういうような生き生きとした

まちづくりに、もちろん、スポーツも含めて

でいいんですけども、私の言いたいのは、国

体がもう２年後に控えて、７年後に新しく東

京にオリンピックが来ると。そういうことの

中で、やはり地方に、でき得ればそういうも

のの中で、やはりこの橋本市にも何らかの形

で引っ張ってこれるようなものがないかとい

うことを模索しながら、一歩一歩進めていく

と。もちろん、当局だけじゃなしに、我々政

治家としても、政治的な視野に立って動いて

いかないかんなと思うわけでございますけど

も、その点も含めて、ご提案申し上げたいと

思います。 

 それでは、１項目めにつきましては、これ

で終わらせていただきます。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、新

地域社会システムに関する質問に対する答弁

を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（枡谷俊介君）登壇〕 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）おはようござ

います。 

 議員のおただしについてお答えします。 

 一点目の、スマートケアを導入する考えは

ないかについてですが、スマートケアとは、

身につけて持ち運びのできるサイズのコンピ

ュータを、建物内外や体の一部に取りつけ、

独自のシステムと連携させることにより、人

間のバイタルサイン（生体情報）を計測し、

基本健康状態はもちろん心拍データからの自

律神経のバランスや、心拍のゆらぎなどのあ

らゆる面から健康状態を管理・監視すること

が可能となるシステムであり、健康見守り医

療の町を目指し、伊都郡高野町、かつらぎ町

がモデル地域となり、このシステムを活用す

るとお聞きしています。 

 このシステムを活用することにより、医療

の分野でのさまざまな課題、また独居高齢者

の緊急時に迅速に対応できるとの情報を得て

います。こうしたシステムについては、類似

システムが多々あり、日常的に関連業者が営

業に来られています。本市の課題、その必要

性も精査しながら研究していきたいと考えて

いますのでご理解をお願いします。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君、再質問

ありますか。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）これにつきましては、

先ほども私が質問の中で話をしたとおり、厚

生労働省のほうへ、今現在、このモデル地区

として、補助金等ですか、そういうものが付

けば橋本市もそれにのっとって、モデル地区

として採用してみてはどうかという質問でご

ざいますんで、ただ、まだ厚生労働省がどう

いうふうに動くかというのは、まだ補助金

等々がどういうふうになるかわかりませんの

で、一部、また、そういったものについては、

あまり詳しい資料ないですけども、またお渡

ししときますんで、調査研究をしていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 これで三つ目によろしくお願いします。二

つ目はこれで終わります。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目３、基

幹的広域防災拠点に関する質問に対する答弁

を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（北山茂樹君）登壇〕 

○総務部長（北山茂樹君）基幹的広域防災拠

点の必要性について、お答えします。 

 東海・東南海・南海地震等の大規模災害に

対して、府県境を越えた防災体制の充実、都

－86－ 



市構造の特性を踏まえた広域防災拠点を含む

広域防災ネットワークの整備などにより、さ

らなる安全・安心な圏域の形成が求められて

います。 

 このような基本的な考え方をもとに、和歌

山県では、平成21年３月に和歌山県広域防災

拠点基本計画を策定しています。この計画で

は、和歌山県内を四つの地域にゾーニングし、

本市の橋本市運動公園及び県立橋本体育館が、

伊都・那賀地域の支援及び県外からの陸上輸

送における後方支援の進出拠点という役割を

もって、第４広域防災拠点に位置づけられ、

自衛隊や緊急消防援助隊等の一時集結・ベー

スキャンプ、救援救助資機材や物資の集積・

仕分け、災害医療活動の支援等の機能が付与

されています。 

 議員おただしの基幹的広域防災拠点は、こ

の広域防災拠点の上位に位置する機能を持つ

施設であり、国及び地方公共団体が協力し、

都道府県単位では対応不可能な、広域あるい

は甚大な被害に対して、的確に応急復旧活動

を展開するための施設であり、国と地方と合

同で現地災害対策本部を設置するものとされ

ています。平成13年６月の都市再生プロジェ

クト第一次決定において、東京湾臨海部にお

ける基幹的広域防災拠点を整備することと、

京阪神都市圏における基幹的広域防災拠点の

必要性、広域防災拠点の適正配置を検討する

ことが決定され、これに基づいて施設整備が

進められました。東京湾臨海部については、

東京都江東区の有明の丘地区を緊急災害現地

対策本部と応援部隊の活動拠点や広域医療搬

送の拠点等の活用のために、また、神奈川県

川崎市の東扇島地区を緊急物資等を輸送する

中継拠点と応援部隊の活動拠点として、それ

ぞれ基幹的広域防災拠点として設置されまし

た。京阪神都市圏では、これと同様に大阪府

合同庁舎第４号館と堺泉北港堺２区が整備さ

れています。 

 県、国に対して、施設建設に向けて働きか

けてはどうかとの提案ですが、国や県の施設

を誘致することは、本市の防災体制充実のた

めにも大変有効な手段だと考えますが、内閣

府に直接問い合わせを行ったところ、「基幹的

広域防災拠点については、都市再生プロジェ

クト計画に基づき既に整備済みであり、新た

な施設建設は不可能」との回答を得たところ

であり、要望は困難であると考えています。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君、再質問

ありますか。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）広域防災拠点につきま

しては、今、答弁がありました、コスモパー

ク加太と南紀白浜空港、新宮運動公園、橋本

市運動公園、うちは橋本市の県立体育館で、

県の防災拠点として指定されて、一応、ヘリ

ポートとか物資の調達、そういったものベー

スキャンプ、これは何年かしらにつくられて

ありますね、24年の４月ですか、去年の。そ

れは、広く市民の人にも知っていただくとい

う意味で、ＰＲもしていただいたらいいんで

すけれども、これはこれでやっていただいた

らいいと思うんですが、私が今提案させてい

ただいておりますのは、事務局のほうでは、

内閣府へ直接電話を入れたということなんで

すけれども、一応、国土交通省の、私が先ほ

ど言ったように、公園整備局、緑化部という

んですか、そういう公園整備の中での公園法

に基づく、そういった国の施設として、要す

るに、首都圏で大きな災害が起こったときに

は機能が果たせなくなると。そういったとき

には集散して、国の施設を何箇所かつくるこ

とができるということになって、とりあえず、

国土交通省へ要望我々が行って、事務局とし

たら、内閣府へ向けて、結局、許可をもらわ

ないかんということになっとるんだけども、
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内閣府へ直接問うたって、そらもう関西では、

湾岸の大阪府庁が拠点になっているからとい

うのは、それはそういうことになるんやけれ

ども、一応、国土交通省に公園法に基づいて

要するにやっていくということで要望を出し

て、これはとりあえず、市長ともいっぺん国

土交通省のほうへ行って、研究をするという

ことでとどめておきますが、一応、371の早期

実現も兼ねて、橋本市においては３県のちょ

うど、北海道から、とにかく沖縄まで地図あ

りますな、それくるっとひっくり返したら、

ちょうど橋本市がへそになるということを聞

いとるんですわ。真ん中にね。そういうこと

も含めて、いっぺん、拠点として、ＵＲの土

地が大分あいてるんで、サッカーとかそんな

んも持ってきたいなという気持ちの中で、私、

言わせてもうとんのよ。そういうことで、あ

いにはサッカーもやり、スポーツやって、そ

の広域のそういう防災も含めたもので、橋本

市はお金がないので、とにかく国でええのつ

くってよということで、国のほうへ働きかけ

ていこうかなということで、市長ともいっぺ

ん相談をしながら、また、我々も議長とも相

談をしながら、頑張ってやっていきたいなと

思ってますんで、その点、当局としても、い

っぺん調査研究をしていただいて、その資料

を全部いただいてある、国土交通省、またこ

れ総務のほうへまたお渡ししますんで、いっ

ぺん十分研究をしていただいて、我々も研究

していきますけども、研究していただきたい

なということであります。その点について、

最後に市長の簡単なご答弁を願いたいという

ことで。 

○議長（石橋英和君）市長。 

○市長（木下善之君）ただ今のご質問でござ

いますけども、広域的な防災拠点ということ

のお話でございます。これは、やはり、して

いくことは非常にいいとは思うんですけども、

それまでの間に大分調査研究をして、そうし

て人口の少ないこの橋本、伊都、那賀、この

辺、五條から３府県のこの辺には、本当にそ

れが国としてやっぱり必要かどうかというよ

うなこともいろいろあると思うんですよね。

それについて、やはり、ぜひとも必要である

ということを示さないかんと思います。それ

らについては、十分、これから調査研究をし

て、そうして、所管の国のほうへ要望、陳情

していくということはいいと思うんで、一度

考えさせていただきます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）それでは、私の一般質

問はこれで終わらせていただきます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時27分 休憩） 
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